
 

地方独立行政法人法改正に伴う年度計画及び年度評価の廃止 

１．従前の計画・評価 

 ⑴ 県立大学が定める計画 

① 中期目標を達成するための計画（以下「中期計画」という。）を作成し、設立団体の

長の認可を受けなければならない。（知事が認可する際には評価委員会への意見聴取が

必要） 

② 毎事業年度の開始前に、中期計画に基づき、その事業年度の業務運営に関する計画（以

下「年度計画」という。）を定め、当該年度計画を設立団体の長に届け出なければなら

ない。 

 ⑵ 評価委員会による評価 

  ① 公立大学法人は、次の事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。 

区分 時期 評価を受ける事項 

年度評価 各事業年度の終了後 当該事業年度における業務の実績 

中間評価 中期目標期間の最後の事業年

度の前々事業年度の終了後 

中期目標の期間の終了時に見込まれる

中期目標の期間における業務の実績 

期末評価 中期目標期間の最後の事業年

度の終了後 

中期目標の期間における業務の実績 

  ② 評価を受けようとするときは、各事業年度の終了後３か月以内に、業務の実績及び自

ら評価を行った結果を明らかにした報告書（以下「業務実績等報告書」という。）を評

価委員会に提出しなければならない。 

 

２．法改正の概要 

⑴ 公立大学法人について、中期計画の記載事項に、住民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成するため取るべき措置並びに業務運営の改善及び

効率化に関する目標を達成するためとるべき措置の実施状況に関する指標（以下「指標」

という。）を追加したうえで、年度計画及び年度評価、年度評価に関する業務実績等報告

書の提出（以下「年度計画等」という。）を廃止（国立大学では、令和４年度から実施済） 

施 行 日：令和５年６月 16 日 

経過措置：令和５年度の末日までに開始した中期目標期間においては、年度計画 

策定及び年度評価実施を引き続き行い、指標の追加は不要 

⑵ 県立大学が今年度作成する第４期中期計画に指標を追加するとともに、第４期中期目標

期間以降における年度計画等を廃止 

 

３．今後の評価委員会における対応 

・ 年度計画等廃止後も、法定評価（中間評価・期末評価）に向けて進捗状況など把握が必

要なことから、毎年度県立大学から評価委員会に対して中期計画に定める指標の達成状況

及び取組状況等を報告する。 

・ 評価委員会において意見交換を継続することにより、中期計画の着実な遂行、中期目標

の達成に繋げる。 

・ 報告項目の詳細については、県立大学と調整の上、年度内を目途に当該委員会に諮るこ

ととする。 

資料３ 
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